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 資料１－４  
 

国立大学等の施設整備についての意見（骨子案） 
 

Ⅰ．基本的考え方Ⅰ．基本的考え方Ⅰ．基本的考え方Ⅰ．基本的考え方    

○ 次代を担う人材の育成と優れた研究成果の創出は、国家発展の力であり、

｢世界最高水準の科学技術創造立国｣を目指す我が国として、これらを生み出

す基盤である大学、国立試験研究機関等の施設整備を促進することが不可欠。 

 

 

Ⅱ．国立大学等の施設の整備Ⅱ．国立大学等の施設の整備Ⅱ．国立大学等の施設の整備Ⅱ．国立大学等の施設の整備    

１．経１．経１．経１．経    緯緯緯緯    
 (1) 現状等 

国立大学等の施設については、第１期科学技術基本計画に基づき、

平成８年度から１２年度の間に、１兆８４７億円の事業費を投じ３０

６万㎡の整備を行ったが、大学院学生数が大幅に増加したこともあり、

施設の老朽化・狭隘化問題の解消は全体として進んでおらず、現在、

必要な整備面積は約１１００万㎡に達している。 

このため、第２期科学技術基本計画（以下｢基本計画｣という。）にお

いて、必要な整備面積のうち、｢大学院の狭隘化の解消、卓越した教育

研究の実績がある研究拠点の整備、既存施設の活性化などの観点から、

５年間に緊急に整備すべき施設を盛り込んだ施設整備計画を策定し、

計画的に実施する｣こととされている。 

 

(2) 国立大学等施設緊急整備５か年計画 

文部科学省は｢国立大学等施設緊急整備５か年計画｣（以下｢文科省計

画｣という。）を策定し、４月１９日に開催された総合科学技術会議に



 - 2 - 

報告。 

 

(3) 科学技術システム改革専門調査会における調査・検討 

平成 13 年４月以降、○回にわたって調査・検討。重点分野推進戦略

専門調査会においても、調査・検討。 

     調査・検討結果をふまえ、科学技術システム改革専門調査会として

の意見をまとめた。 

 

２．意２．意２．意２．意    見見見見    
（１）基本計画期間中の整備の在り方 

① 基本的考え方 

○ 国立大学の施設整備は世界的水準の人材と研究成果の創出の観点

から重要。 

○ その整備は次世代に向けての投資。 

○ 適切な改修や機能向上により質の高い施設を次代に継承。 

○ 施設整備水準に関する国民の理解の重要性。 

○ 国立大学の施設整備については、本意見に留意しつつ計画的に整

備を実施すべき。 

 

② 整備対象 

○ ｢大学院施設｣、｢卓越した研究拠点｣及び｢先端医療に対応した大学

附属病院｣に係る施設の整備を優先的な目標とすることは妥当。 

○ 次代の人材育成の観点からは、学部教育施設等の充実も重要。 

○ 基準面積の不足分については早急に改善すべき。 

○ 社会的ニーズや重点分野に対応した整備を行うべき。 

○ 国際交流のための宿舎等も必要。 

○ 産学官連携に関する施設の整備も重要。 

 

③ 評価に基づく重点的な整備施設の選定 

以下の要因を的確に評価して、整備施設を選定。 
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（ⅰ）教育研究の活性化状況 

    施設整備費配分に当たっては、現有の施設の活用状況や、競争的資

金の獲得状況等教育研究活動の活性化状況を重視。ただし、研究分野

による配慮や、教育施設についての一定基準による着実な整備も必要。 

 

（ⅱ）流動的利用システム 

研究室を一定期間の契約により利用し、定期的に配分を見直す方式

などにより、スペースの流動的・競争的利用を促進。 

 

（ⅲ）施設の質的水準 

      世界的競争環境を踏まえた施設の質の確保。 

 

（ⅳ）整備のための自主的努力 

      新たな整備手法等の活用（後掲）。 

 

（ⅴ）外部評価システムの導入 

施設利用状況やスペース配分に外部有識者による評価を導入。 

 

④ 整備方策 

（ⅰ）大学等の施設は、２１世紀にふさわしい社会資本であり、その施

設整備費は公共事業関係費に位置付けることを検討。 

 

（ⅱ）施設整備費の効果的・効率的使用のため、以下の方策を講じる。 

○ 財産処分収入、民間資金の確保、ＰＦＩ等新たな整備手法や収

入確保策の導入 

○ 整備コストの縮減 

○ 既存施設の改修・活用 

○ 外部建物のレンタルやリース等の活用 

 

（ⅲ）競争的資金の間接経費の活用、地方公共団体との連携、将来的に
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償却概念の導入等により、大学が自主的に施設整備が図れる仕組み

を検討。 

 

⑤ メンテナンス 

   ○ 維持管理経費の確保と丁寧な利用 

   ○ 外部機関も活用した施設の保守・点検（プリメンテナンス） 

 

⑥ 推進体制 

   総合科学技術会議において施設整備の実施状況をフォローアップし、

計画的整備を推進。 

 

（２）１４年度の整備について 

○ 重点的整備対象 

 

 

Ⅲ．国立試験研究機関、私立大学Ⅲ．国立試験研究機関、私立大学Ⅲ．国立試験研究機関、私立大学Ⅲ．国立試験研究機関、私立大学等の施設整備等の施設整備等の施設整備等の施設整備    

１．現状 

 

２．意見 

 

Ⅳ．終わりにⅣ．終わりにⅣ．終わりにⅣ．終わりに    

○ 府省間の連携 

   総合科学技術会議の主導により、施設整備に関し関係府省の連携促進に

ついて、１４年度から着手。 

 

 

 


